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　令和２年３月２７日に消防庁から「浮き屋根の事故防止に関するガイドライン」が発出され、タンク開放中に実施する浮

き屋根の点検内容が示されました。ガイドラインで示された内容に基づいた浮き屋根の点検を開放時に実施していていれば、

仮にタンク供用中に浮き屋根上への軽微な危険物漏洩事故が発生した場合においても、適切な応急措置とモニタリングを行

うことによってタンクの継続使用が認められる場合もあります。当協会では、第三者機関として浮き屋根の点検が適切に実

施されたかどうか評価を行う技術援助業務を開始していますので、是非ご活用ください。

◆技術援助の詳細については、下記リンク先の概要をご覧ください。
　http://www.khk-syoubou.or.jp/pdf/guide/tech_support/ukiyane.pdf

　（下記リーフレットのページに繋がります。）
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